
新潟市水道事業経営計画
～マスタープラン２０３４～（案）

す べ て の お 客 さ ま に 信 頼 さ れ る 水 道

令和7年3月●日
新 潟 市 水 道 局

（概要版）
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第１章 計画の策定趣旨と位置づけ

１ 策定趣旨

料金収入の減少や物価上昇による費用増加の影響で、財政状況はますます厳しく
なっています。また、ベテラン職員の退職や採用難により、職員数が不足する状況
が続いています。

一方で、老朽化した浄配水施設や管路施設の更新需要は、今後さらに増加すると
見込まれます。

これらの課題に対応するため、平成19年と平成27年に中長期的な経営計画を策定
し、安全でおいしい水道水の供給や施設の耐震化に継続して取り組むとともに、効
率的な事業運営に努めてきました。

今回、前計画の期間が終了するにあたり、引き続き各種施策や取り組みを着実か
つ計画的に推進するため、「新潟市水道事業経営計画～マスタープラン２０３４
～」を策定しました。

本計画では、前計画の基本的な考え方を踏襲しつつ、水道事業を取り巻く環境の
変化や新たな課題を踏まえ、戦略的な事業展開の継続とともに、さらなる施策や取
り組みを設定しています。
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第１章 計画の策定趣旨と位置づけ

２ 位置づけ

本計画は、平成27年に策定した「新・新潟市水道事業中長期経営計画～新・マ
スタープラン～」の趣旨及び基本的な考え方を継承し、本市水道事業の運営方針
を定めたものです。

計画の策定にあたっては、本市における長期的な施設整備の方向性をまとめた
「新潟市水道施設整備長期構想２０２０」と、アセットマネジメントの取り組み
を基に検討を進めました。

また、「新潟市総合計画２０３０」との整合を図りつつ、平成25年３月に厚生
労働省が示した新水道ビジョンに基づく「水道事業ビジョン」に位置づけるとと
もに、総務省が策定を求める「経営戦略」の内容を包含する形で策定しました。

本計画に掲げる施策等の実施にあたっては、前計画と同様に、具体的な事業や
取り組みを定めた「実施計画」を策定し、環境の変化等を踏まえ、適宜見直しを
行いながら着実かつ計画的に事業を推進していきます。
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第１章 計画の策定趣旨と位置づけ

３ 計画期間

計画期間は、「水道事業ビジョン」及び「経営戦略」を参考に令和７年４月から
令和17年３月までの10年間とします。

また、計画の実施については、前期５年、後期５年の２期に分け推進します。
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R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)

新潟市水道事業経営計画 ～マスタープラン２０３４～

前期実施計画 後期実施計画
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第３章 基本理念と目指す方向性・目標

１ 基本理念

本市水道事業は、給水人口や料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、自
然災害への対応など、様々な課題に直面しています。

こうした中においても、安心安全な水道水を安定して供給し続けることが、水
道事業者にとっての使命であり、また、お客さまからの信頼を着実に得ていくこ
とにつながります。

本計画では、新水道ビジョンの基本理念である「地域とともに、信頼を未来に
つなぐ日本の水道」を踏まえ、これまで築き上げてきたマスタープランの理念を
継承し、事業運営における根本的な考え方を「基本理念」としました。

すべてのお客さまに信頼される水道
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第３章 基本理念と目指す方向性・目標

２ 目指す方向性

前計画から継続する「安全」
「強靭」「持続」の方向性に加
え、より一層の経営基盤の強化
を促進するため、「健全」を新
たな方向性として設定しました。

本計画では、４つの目指す方
向性の下、目標を定め、個別具
体的な施策と取り組みを進めて
いきます。

[安全]
安全でおいしい
水道水の供給

[持続]
環境の変化に柔軟に対応した

水道サービスの持続

[強靭]
強靭な施設・体制による

給水の確保

すべてのお客さまに信頼される水道

基本理念

[健全]
後世に健全な水道を引き継ぐ

ための経営基盤強化
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第３章 基本理念と目指す方向性・目標

３ 目標設定

本計画の進捗を測るために３層構造の成
果指標（総合指標、重点指標、評価指標）
を設定します。 目指すべき方向性として
掲げた「安全」「強靭」「持続」「健全」
別に成果指標を設定し、事業・取り組みを
進めるうえで重視することや進捗状況など
をわかりやすく示します。

また、毎年度、目標値に対する達成度等
の測定を通じ、評価検証を行うことで、実
施計画の進捗状況を確認するとともに、適
宜、社会情勢の変化に応じて事業・取り組
みを見直すこととします。

本計画全体の
進捗を測る指標

目指すべき方向性の
実現に向け

重視される指標

事業・取り組みの
進捗を測る指標

実施計画

経営計画
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成果指標の関係性
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第３章 基本理念と目指す方向性・目標

３ 目標設定

（１） 総合指標

本計画における４つの目指す方向性を踏まえ、本計画の最上位指標として、総合指
標を設定します。

計画全体の着実な実施により総合指標を向上させ、「すべてのお客さまに信頼され
る水道」の実現を図ります。
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総合指標 令和５年度
令和11年度
前期目標

令和16年度
後期目標

算出方法

水道事業全般に
対する満足度（％）

73.7 74.5 75.5
アンケートの設問に対し
て肯定的な回答をした人
の割合
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第３章 基本理念と目指す方向性・目標

３ 目標設定

（２） 重点指標
目指す
方向性

重点指標 (単位) 令和５年度
令和11年度
前期目標

令和16年度
後期目標

指標の解説

安全

水質検査計画の実施率(％) 100 100 100
水質検査計画で定めた検査数に対する実施済みの割合を示し
たもので、水道水の安全性と信頼性を表す。

新潟市独自の
水質管理目標達成率(％)

89 90 90
独自に設定した管理目標の各項目について、検査数に対する
達成率を示したもので、水道水の安全性と信頼性を表す。

強靭

浄水施設の耐震化率(％) 20.9 70.1 79.3
全浄水施設能力に対する耐震対策済みの浄水施設能力の割合
を示したもので、地震災害に対する浄水処理機能の安全性と
信頼性を表す。

基幹管路の耐震管率(％) 49.7 57.3 60.9
基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示したもので、
地震災害に対する基幹管路の安全性と信頼性を表す。

持続 内部研修時間(時間／人) 15.3 15.4 15.5
職員一人あたりの内部研修時間数を示したもので、技術継承
および技術力向上への取り組み状況を表す。

健全 料金回収率(％) 101.31 100.00 100.00
給水に係る費用に対する給水収益の割合を示し、水道事業経
営の健全性を表す。
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第４章 目標達成に向けた取り組み

[安全１]
施策 事業・取り組み

水質管理の充実・強化 水源水質の監視

水安全計画の充実・適切な運用

水質管理体制の充実

新潟市独自の管理目標による水質管理

分かりやすい水質情報の提供

施策 事業・取り組み

給水装置工事の品質向上 指定給水装置工事事業者の技術力向上
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１ 施策体系

[安全２]
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[強靭１]

第４章 目標達成に向けた取り組み

施策 事業・取り組み

水道施設の
計画的更新

浄配水施設の計画的更新・耐震化

管路施設の計画的更新・耐震化

施策 事業・取り組み

災害対策・
体制の強化

（再掲）浄配水施設の計画的更新・耐震化

（再掲）管路施設の計画的更新・耐震化

重要施設向け配水管の耐震化

安定取水の確保

事故・災害時における復旧体制の強化

応急給水方式のあり方検討
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１ 施策体系

[強靭２]
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[持続１]

第４章 目標達成に向けた取り組み

施策 事業・取り組み

お客さまとの
双方向コミュニケーションの充実

効果的でわかりやすい広報の実施

お客さまの意見・要望の把握

分かりやすい経営情報の開示
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１ 施策体系

施策 事業・取り組み

技術・知識を有する
人材の確保と育成

人材の確保と育成、専門性の強化

近隣事業体職員も含めた技術力向上

レジリエンス能力の向上

[持続２]
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[持続３]

第４章 目標達成に向けた取り組み

施策 事業・取り組み

環境に配慮した
事業運営

脱炭素化への取り組みの推進

浄水発生土有効利用の促進

建設副産物の再利用促進

１ 施策体系

13

Over The Future



[健全１]

第４章 目標達成に向けた取り組み

施策 事業・取り組み

経営基盤の強化 適切な投資水準と施設更新における効率的な事
業手法の検討

遊休資産の有効活用

後世に健全な水道を引き継ぐための料金のあり
方検討

業務改善の継続的実施

機能的・効率的な組織体制の構築

デジタル技術の導入による効果的かつ効率的な
事業運営の実現
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１ 施策体系
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第５章 投資計画と財政計画

１ 投資計画

投資計画の策定にあたっては、アセットマネジメントの考え方に基づき、長期的な更新
需要及び財政収支の見通しを踏まえ、本計画期間の投資規模を推計しました。

浄配水施設整備費については、浄水処理・送配水機能の安定性確保を効率的に進める
ため、更新周期及び施設整備長期構想２０２０に基づき、今後10年間で必要となる更新・
整備費用を積み上げました。

管路施設整備費については、老朽化や災害による漏水防止を効率的に進めるため、基
幹管路投資の拡充と配水支管投資の維持が必要と判断し、更新・整備費用を決定しまし
た。
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２ 投資規模
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第５章 投資計画と財政計画

管路施設整備費

浄配水施設整備費

その他
施設整備費等

10年間の投資総額1,036億円
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４ 財政収支試算
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第５章 投資計画と財政計画

前期計画値 後期試算値

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

①収益的収支

収入 191.7 190.0 190.2 188.0 187.0 185.6 184.6 182.9 182.1 180.1

うち給水収益 169.1 167.8 166.8 165.2 164.0 162.7 161.6 159.9 158.6 157.2

支出 174.5 177.9 169.5 172.2 176.7 180.2 181.1 184.7 191.7 193.9

うち維持管理費 166.8 170.0 161.1 163.4 167.4 170.4 170.8 173.8 180.3 181.6

純損益 17.2 12.1 20.7 15.8 10.3 5.4 3.5 ▲ 1.8 ▲ 9.6 ▲ 13.8

②資本的収支

収入 50.9 78.4 55.5 56.8 49.4 50.3 45.4 50.3 58.3 57.7

うち企業債 36.4 56.1 47.1 49.9 43.3 44.1 40.8 46.0 52.0 51.2

支出 113.1 160.0 140.6 147.8 131.3 133.7 126.0 137.1 150.2 148.2

うち建設改良費 79.1 124.7 104.6 110.8 96.2 98.1 90.6 102.3 115.7 113.8

過不足額 ▲ 62.2 ▲ 81.6 ▲ 85.1 ▲ 91.0 ▲ 81.9 ▲ 83.4 ▲ 80.6 ▲ 86.8 ▲ 91.9 ▲ 90.5

③資金収支

当年度資金収支 12.7 ▲ 11.9 ▲ 3.2 ▲ 13.2 ▲ 6.5 ▲ 12.3 ▲ 9.9 ▲ 21.1 ▲ 32.1 ▲ 31.3

累積資金残高 40.5 28.6 25.4 12.2 5.7 ▲ 6.6 ▲ 16.5 ▲ 37.6 ▲ 69.6 ▲ 101.0

④企業債残高

企業債借入残高 526.2 546.9 557.9 571.3 579.9 588.7 594.3 605.7 623.3 640.4

単位：億円 消費税抜き
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５ 給水収益と企業債残高の推移
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第５章 投資計画と財政計画

136.6 136.3 135.8 134.9 133.0 138.1
169.1 167.8 166.8 165.2 164.0 162.7 161.6 159.9 158.6 157.2
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523.8 526.2
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６ 給水収益に対する企業債残高の割合(政令市比較）
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第５章 投資計画と財政計画

給水収益に対する企業債残高の割合（令和4年度決算値）
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第５章 投資計画と財政計画

７ 財政上の課題

 主たる収入である給水収益は、人口減少や節水器具の普及などの影響により減少す

る一方で、水づくりに必要な費用（維持管理費）は増加傾向にあるため、十分な純

利益を確保することが難しくなっています。

 純利益の減少に伴い資金残高も減少し、令和10年度末には下限額とした25億円※を

下回る見通しです。

 安心安全でおいしい水道水を安定供給し続けるため、より一層の業務の効率化や経

費削減に努めるとともに、財源確保策についても検討していきます。

（１） 資金の確保

工事費や企業債の償還などの支払いに備え、一定の資金を確保する必要があります。実績を踏ま
え、年度末資金残高の最低ラインを25億円に設定しています。

※
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第５章 投資計画と財政計画

７ 財政上の課題

 投資計画に沿った施設の更新を確実に実施するためには、多額の費用（建設改良費）

がかかります。

 企業債を活用して投資財源の一部を確保する計画としていますが、更新需要の増加に

伴い、企業債残高の増加が進む見込みです。

 給水収益と企業債残高のバランスに留意する必要があります。

（２） 企業債借入残高の管理
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第６章 進捗管理

前計画同様、ＰＤＣＡサイクルによ
り、進捗管理を行います。

具体的には、事業年度ごとに目標の達
成度などを評価します。

評価に際しては、職員による１次評価
と新潟市水道事業経営審議会による２次
評価を実施し、客観的な目線により、次
年度以降の事業推進、計画見直しにつな
げます。

なお、評価結果等については、ホーム
ページ等で公表します。

Plan Do

Action Check

事業の実施

点検評価計画の見直し改善

計画への反映

ご意見 公表
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１ 進捗管理

お客さま
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